
̶ 1 ̶

株式併合、単元株式数の変更とは、それぞれどのような
ことですか。Ｑ1

株式併合、単元株式数の変更の目的は何ですか。
株主の立場から見るとどのようなメリットが期待できる
のですか。

Ｑ2

株式併合とは、複数の株式をあわせてそれより少ない数の株式とするも
のです。また、単元株式数の変更とは、株主総会における議決権の単位
及び証券取引所において売買の単位となる株式数を変更するものです。
当社では、平成26年10月１日をもって２株を１株に併合し、同時に、
単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。

A.

目的は、当社株式の売買の利便性を改善し、それによる流動性の向上を
図ることにあります。具体的には、当社株式２株を１株に併合すると
ともに、単元株式数を1,000株から100株に変更したことで、理論上は
それまでの５分の１の投資単位で取引ができると考えられます。またそれ
により市場での流動性が向上することから、投資対象としての魅力が高
まると期待しております。

A.

株式併合及び単元株式数の変更に関する
Ｑ＆Ａ

　平成26年10月１日に実施いたしました「株式併合の件」及び「定款一部
変更の件（単元株式数の変更）



̶ 2 ̶

所有株式数と議決権数はどう変化しましたか。Ｑ3
平成26年９月30日の株主名簿に記載された株主様の、株式併合後のご
所有株式数は、２分の１（１に満たない端数がある場合には、これを切
り捨てます。）となりました。また、議決権数は株式併合後のご所有株
式数100株につき１個となりました。

A.

〈ご所有株式数及び議決権数の変化の具体例〉



̶ 3 ̶

株式併合によって所有株数が減少しますが、
資産価値への影響はないのですか。Ｑ4
株式併合の前後で、会社の資産や資本が変わることはありませんので、株
式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様がご所有の当社株式の資
産価値が変わることはありません。ご所有の株式数は、併合前の２分の１と



̶ 4 ̶

【お問い合わせ先】
株式併合及び単元株式数の変更に関してご不明な点がございましたら、お取引
のある証券会社または下記特別口座の口座管理機関（株主名簿管理人）まで
お問い合わせください。

〒137ｰ8081  東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

電　　話　0120‒232‒711（通話料無料）
受付時間　9：00～17：00（土・日・祝祭日を除く）

 




